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竹原市人事行政の運営等の状況

１　職員の任用の状況
(1)　採用状況

職種
受験者数 採用者数 前年度

採用者数男性 女性 計 男性 女性 計

一般事務職 49 人 17 人 66 人 ４人 ０人 ４人 ９人

技師 ６人 ０人 ６人 ２人 ０人 ２人 ３人

保育士 ３人 13 人 16 人 ０人 ３人 ３人 ５人

幼稚園教諭 - - - - - - -

計 58 人 30 人 88 人 ６人 ３人 ９人 17 人

（注）平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までのものです。

区分 平成 26 年度 平成 25 年度

定年退職 ６人 ９人

勧奨退職 １人 ０人

普通退職等 ５人 ４人

計 12 人 13 人

再任用職員数 ６人 ５人

(2)　退職者数

区　分 職員数 男性 女性

部　長　級 ４人 ４人 ０人

課　長　級 20 人 17 人 ３人

課長補佐級 12 人 ９人 ３人

係　長　級 46 人 30 人 16 人

そ　の　他 97 人 68 人 29 人

計 179 人 128 人 51 人

(3)　地位別職員数（平成 27 年 4 月 1 日現在）

（注）職員のうち一般行政職のものです。

２　職員の給与の状況
(1)　人件費の状況（普通会計決算）

区分
住民基本台
帳（年度末）

歳出額
A

実質
収支

人件費
B

人件費率
（B/A）

前年度
人件費率

26 年度
人

27,554
千円

12,056,861
千円

121,273
千円

2,216,153
%

18.4
%

17.8

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

竹原市
円

331,937
円

391,648
歳

41.1
円

378,318
円

394,161
歳

51.2

国
円

334,283
円

408,996
歳

43.5
円

289,141
円

328,318
歳

50.2

(2)　職員の平均給料月額、平均年齢の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

区分 竹原市 国

一般行政職
大学卒 180,800 円 174,200 円

高校卒 151,800 円 142,100 円

(3)　職員の初任給の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

問い合わせ　総務課人事係　☎２２-７７１９

区分 竹原市 国

期
末
手
当

勤
勉
手
当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6 月期 1.225 月分 0.75 月分 6 月期 1.225 月分 0.75 月分

12 月期 1.375 月分 0.75 月分 12 月期 1.375 月分 0.75 月分

計 4.10 月分 計 4.10 月分

退
職
手
当

　　 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 20.445 月分 27.405月分 勤続 20 年 20.445 月分 25.55625 月分

勤続 25 年 29.145 月分 34.5825月分 勤続 25 年 29.145 月分 34.5825 月分

勤続 35 年 41.325 月分 49.59 月分 勤続 35 年 41.325 月分 49.59 月分

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分 最高限度額 49.59 月分 49.59 月分

(5)　職員手当の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

一週間の勤務時間 開始・終了時間 休憩時間

38 時間 45 分 8時 30 分から 17 時 15 分まで 12 時から 13 時まで

時間外・休日勤務総時間数 職員 1人当りの時間外・休日勤務月平均時間数

31,160 時間 11.0 時間

(3)　時間外勤務及び休日勤務等の状況

（注）平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までのものです。

区　分 休職 免職 計

勤務実績が良くない場合 ０ ０

心身の故障の場合 ２ ０ ２

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０

計 ２ ０ ２

５　職員の分限及び懲戒処分の状況
(1)　分限処分者数

（注）平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までのものです。

区分 戒告 減給 停職 免職 計

被処分者数 １ ０ ０ ０ １

(2)　懲戒処分者数

（注）平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までのものです。

係属件数 平成 26 年度処理件数 翌年度へ
の繰越
A-B

前 年 度 か
らの繰越

新規
要求

計
A

却下
全部
否認

一部
容認

全部
容認

取下げ
計
B

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

６　職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

７　職員の不利益処分に関する不服申し立ての状況
係属件数 平成 26 年度処理件数 翌年度へ

の繰越
A-B

前 年 度 か
らの繰越

新規
申立て

計
A

却下
処分
承認

処分
修正

処分
取消

取下げ
計
B

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（注）平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日までの市長部局に属する一般職員のものです。

総付与日数
A

総使用日数
B

全対象職員数
C

平均使用日数
B/C

取得率
B/A

8,002 日 1,573 日 204 人 7.7 日 19.7％

(2)　年次有給休暇の取得状況

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)　職員の勤務時間（平成 27 年 4 月 1 日現在）

(4)　ラスパイレス指数の状況（平成 26 年 7 月 1 日現在）

ラスパイレス指数 103.7

※ラスパイレス指数とは、地方公務員のうち、一般行政職の職員
　の学歴別、経験年数別構成等を国家公務員の行政職の職員と同
　一に仮定して各自治体ごとの平均給料額を求めて、国の平均給
　料額を 100 として算出したものです。

区分 報酬等月額 (円 ) 期末手当

市　長 815,000 円 
６月期　 1.975 月分

12 月期    2.125 月分

    計　 4.10 月分

※教育長は勤勉手当を含む

副市長 665,000 円 

教育長 610,000 円

議　長 440,000 円 

副議長 395,000 円 

議　員 355,000 円 

３　特別職の報酬等の状況　（平成 27 年 4 月 1 日現在）

　竹原市職員の任用・給与等の状況を、市民のみな
さんに知っていただくため、その概要をお知らせし
ます。
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あなたの地区の民生委員・児童委員
最も身近な相談相手であり、支援者です

問い合わせ

福祉課福祉総務係　　☎２２-７７４２　

氏名 住所 電話番号 担当地区 氏名 住所 電話番号 担当地区

竹

原

・

大

乗

地

区

碓氷　康人
吉本　裕子
香渡　清則
中山　茂雄
谷鶴さよ子
高橋　　賢

上岡　広海

土居　　修
住田　高康

大谷　和子

坂内　瑞子
新庄谷艶子
亀尾　善煕
新谷　壽康

升元惠三郎
中松　明子
吉本　郁子
池田　光雄
井本　正則
久藤トラエ
橋本　京子
吉元　美景

神浪加代子
髙野　秀美

北森　成美
玉井　明美
石原　淑子
福田　　進
古田ヨリ子
森兼　幸子
渡橋昭二郎
髙尾　公子
中村　貞美
髙岡　茂夫
水野　榮子
藤川　明美

川西　好治

港町三丁目
港町二丁目
港町一丁目
田ノ浦一丁目
本町一丁目
本町二丁目

本町一丁目

本町三丁目
本町三丁目

本町四丁目

中央三丁目
中央二丁目
中央三丁目
新　町

榎　町
塩町三丁目
塩町二丁目
塩町二丁目
皆　実
明　神
西　町
西　町

大　王
宮　原

中　通
上　条
成　井
大井東
大井西
宿　根
小　梨
福　田
福　田
福　田
高　崎
高　崎

高　崎

22-4648
22-0377
22-2658
22-1438
22-2140
22-3790

22-4267

22-6944
22-3221

22-2410

22-0903
22-6385
22-2013
22-2143

22-2616
22-3118
22-2982
22-5319
22-5706
22-6283
22-3417
22-3362

22-3187
22-4510

22-0400
22-4224
22-3671
22-3787
22-0474
22-0484
22-7033
24-1433
24-1100
27-0655
24-1057
27-0135

27-0936

北崎
西大石・東大石
黒浜
向島・京栄
田中・地蔵 15・17 組
地蔵 (1 ～ 10・12・13
・16・18・21 組 )
山陽商船寮・地蔵住宅
地蔵（11・14・19・20 組）
本町住宅・三井社宅
楠通・上市（12～14組）
上市(1～2組)・小路・
下市
上 市（1・2・12 ～ 14
組を除く）
北堀・新町（18 組）
本川・扇町
新町（6～ 17 組）
新町 (1 ～ 5 組、19 ～
24 組 )
榎町
塩浜（塩町４丁目を除く）
中須 (1 組～ 10 組 )
中須 (11 組～ 17 組 )
皆実・促進住宅
明神・塩町 4丁目
西町(9～26組、32組)
西町 (1 ～ 8 組、27 ～
31組)・来須(1～2組)
下野町大王・宮原県営
宮原・受矢・阿此比・
正部（新庄町）
中通
上条
成井・来須 (3 ～ 5 組 )
大井東
大井西・築地
宿根
小梨
西谷・中谷・沖条(1組)
東谷・打越
沖条 (2 ～ 8 組 )
大乗団地
打越・大乗 (電発社宅
を除く )・小吹
西条・中条・雇用促進
住宅・電発住宅

北

部

地

区

宇原　　稔
神田キヨミ
藤井　明美
吉岡　琢磨

岡東　操子

德樂　榮子
増田愼二郎
坂元　武彦
吉田眞由美
信木　裕子
瀧口　正男
長井　泰江
坊迫　克成
土田　朋子

東　野
東　野
東　野
新　庄

新　庄

西　野
西　野
西　野
田万里
田万里
田万里
仁　賀
仁　賀
仁　賀

29-1871
29-1016
29-0120
29-0301

29-0702

29-0481
29-0118
29-0924
29-0880
29-0322
29-1080
29-1385
29-1445
29-1326

大福地・水ノ口
在屋
柏野・青田・中条・金九郎
砂原・片山谷・末宗・城ノ本・
松橋・神田 3～ 5
葛子・枌谷・横大道・
神田 1～ 2
下西野 1班～ 5班
亀山・宝器・上大畠
上赤坂・下赤坂・大橋・末京
下田万里区
中田万里区
上田万里区
仁賀 1区（西谷）
仁賀2区（有屋谷・戸石・大谷）
仁賀 3区（仁賀）

柚木登久子 東野 29-0772 北部地区全域

原田　瑠美 田万里 29-0138 北部地区全域

吉

名

地

区

木島　美鈴
西吉　郁子
前田　　茂
渡廣　　稔
淀　　　修
増谷　喜伯
中吉　静見
竹野　　登
上本　幸雄
土肥　甲子

毛木北
寺　谷
浦　尻
久保谷
奥河内
宗　越
西　柏
沖辺西
八王寺上
宮　条

28-0119
28-0469
25-1061
28-0153
28-0886
25-1363
28-0122
25-1054
28-0406
25-1524

毛木区
郷区
浦尻区
久保城区
曽井区
平方区
港区
水場区
東条区・西条区 (西条 )
西条区 (宮条・宮下・魁 )

河田　睦子 毛木北 28-0142 吉名地区全域

忠

海

地

区

寄能　利一
角本　松樹

枡川　　豪
原　　　宏

芝山　吉宣

大川　正憲

三次惠美子

大隅　保則

福井　典子

木下　誠也

住田　　夫

早迫　政江

福濱大治郎

木下　英範
三寶佐千子

長浜一丁目
床浦三丁目

床浦一丁目
中町三丁目

中町二丁目

中町二丁目

中町二丁目

中町三丁目

東町二丁目

中町四丁目

東町二丁目

東町一丁目

東町三丁目

東町四丁目
東町五丁目

27-0809
26-2039

26-2897
26-1326

26-0600

26-0910

26-0806

26-2252

26-0339

26-2963

26-1008

26-2413

26-2939

26-2497
26-1569

忠海長浜 1～ 3丁目
忠海床浦 3 丁目、4 丁目 2 ～
5番
忠海床浦 1丁目
忠海床浦 2 丁目 1 ～ 14 番、
忠海中町 2 丁目 15・16 番、
3丁目 1～ 7番
忠海中町 1 丁目 3 ～ 7 番、2
丁目 10 ～ 14・17 番
忠海中町 1 丁目 1 ～ 3 番、2
丁目 1・2・4・9・18・19 番
忠海中町 2 丁目 3・5 ～ 8・20
～ 24 番、4丁目 1～ 6・8番
忠海中町 3丁目 8～ 16 番
忠海床浦 2丁目 15 ～ 19 番
忠海中町 2 丁目 25・26 番、
4 丁目 7 番、忠海東町 2 丁目
1～ 5番、3丁目 5番
忠海中町 4 丁目 9 番、忠海
東町 2 丁目 6 番、3 丁目 1 ～
4・6～ 8番
忠海東町 1 丁目 1 ～ 8 番、2
丁目 7～ 9番
忠海東町 1 丁目 9 ～ 15 番、
5丁目 2～ 9番
忠海東町 2 丁目 10・11 番、
3丁目10～15番、4丁目2番、
5丁目 1・2番
忠海東町 4丁目 1～ 13 番
忠海東町 4丁目 14 ～ 17 番、
5丁目 10 ～ 29 番

池田　文昭 来　須 22-6484 竹原地区一部

宮本　恭子 高　崎 27-0303
竹原地区一部・大乗地
区一部

八和田昭彦 中町三丁目 26-0859 忠海地区全域

藤本眞智子 東町五丁目 26-0167 忠海地区全域

　民生委員・児童委員は、誰もが安心して、住み慣れた

地域で暮らすことができるよう、常に住民の立場に立っ

て相談に応じ、行政・関係機関への橋渡し役として、必

要な支援を行います。

　なお、民生委員法により守秘義務があるため、個人の

人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。

　　　　　は主任児童委員

任期　平成 28 年 11 月 30 日まで


